住宅リフォーム支援事業申請者用チェックリスト
申請書を提出する際に内容をご確認いただき、該当する□欄にチェック☑を記入しご提出ください。

●補助金該当要件
□　村山市に住所を有している。（□有していない場合は、完了報告提出時までに転入し当該住宅に居住できる。）
□　交付決定後に工事を着工する。
□　要綱第２条第１項に記載する暴力団員等に該当しない。
□　市税・水道下水道使用料の滞納がない。
□　リフォームの工事費が２０万円（税込）以上である。
□　村山市内の建設業者である。

●国土交通省所管等他の補助金との併用　
□住宅リフォーム補助金のほかに補助金を利用する。
　　　　　　補助金の種類
国　□子育てグリーン住宅支援事業　□給湯省エネ事業　□先進的窓リノベ事業
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□利用しない。

●リフォーム補助対象工事
□工事部位、内容を図面で確認できる。
□外部足場等の仮設物がある。
→ある場合は、工事中に必ず写真を撮り、完了報告書に添付すること。
□単独浄化槽から合併浄化槽に切り替える工事ではない。
→配管工事は、水道課の合併浄化槽補助金の対象工事費になる。

★県補助要件工事
□県補助金要件に該当する
　　　　　　　□５０万円未満の工事の場合　点数合計が５点以上ある
　　　　　　　□５０万円以上の工事の場合　点数合計が１０点以上ある
　　　□県補助金要件に該当しない

　 ★やまぽっかリノベ
　　　□やまぽっかリノベに該当する
　　　　　　□全体改修（県要綱1-1※やまがた省エネ健康住宅の認証書類が添付されている。）
工事費の1/5　限度額52万（市10％　30万、県10％　22万）
　　　　　　　※世帯要件有　工事費の1/3　限度額60万（市1/6　35万、県1/6　25万）
　　　　　　□部分改修（県要綱1-3※様式第３号及びカタログが添付されている。）
工事費の1/5　限度額42万（市10％　25万、県10％　17万）
　　　　　　　※世帯要件有　工事費の1/3　限度額50万（市1/6　30万、県1/6　20万）
　　　□やまぽっかリノベに該当しない

★移住世帯・新婚世帯・子育て世帯の要件
□該当する　　 →　工事費の1/3　　限度額４０万円（市1/6　 ２５万円、県1/6　 １５万円）
□該当しない  →　工事費の２０％  限度額３２万円（市１０％　２０万円、県１０％　１２万円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

裏に続く
★高効率給湯器の設置
　　□設置する　　　→５万円の加算

□エコキュート       □JISC9220　保温効率又は給湯効率が3.0以上（寒冷地仕様2.7以上）
　　　□エコジョーズ       □給湯暖房器：給湯部熱効率94％以上
□ふろ給湯器：モード熱効率83.7％以上
　　　□エコフィール　　　　　□油だき温水ボイラー：連続給湯効率94％以上
□石油給湯器直圧式：モード熱効率81.3％以上
□石油給湯器貯湯式：74.6％以上
　　　□ハイブリッド給湯器  □熱源設備：電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用している。
□貯湯タンクがある。
□年間給湯効率（JGKAS　A705）が108％以上であること。
　　　　　
　　　□設置しない
